
「車積載車による事故車等の排除業務に係る
有償運送許可」の研修会のご案内

車積載車による道路上の事故車等の排除業務は、交通の安全と円滑を確保するため緊急性があ
ると共に、被救援車の利便を図る公共性の強いものであることから、指定団体が実施する研修を
修了し、取扱要件を満たす場合には申請により有償運送許可を受けることが可能となっておりま
す。
当会が日整連からの業務委託により、本年度は標記研修会を下記のとおり実施する事になりま
したのでご案内致します。今年度の研修は下記の３日間のみとなります。

記
１．日時及び開催場所

実 施 日 受付時間 研修時間 開 催 場 所

９月 ６日（水） １３：００～１３：３０ １３：３０～１８：３０ 福井県自動車会館３階研修室

９月 ７日（木） １３：００～１３：３０ １３：３０～１８：３０ 福井県自動車会館３階研修室

９月 ８日（金） １３：００～１３：３０ １３：３０～１８：３０ 敦賀自動車会館２階研修室

２．研修費
会員５，５００円、会員外９，０００円（テキスト代５００円を含む）
１事業者から１名の受講で複数台の車積載車の申請が可能です。

３．研修内容
①事故車等の引き上げ作業時における安全上の注意事項及び交通事故防止上の注意点
②「有償運送許可条件」等排除業務の主旨 ③排除作業中及び車積載車運転中の安全対策
④ハイブリッド車等特別な注意が必要な車両の取扱い ⑤関係法規について
⑥申請方法に関すること ※ 上記内容で５時間程度の研修を実施する予定です。

４．１回あたりの募集受講者数
福井 １２０名 敦賀 ６０名
「申込方法」下記「受講申込書」に必要事項ご記入の上次の所にお申込下さい。
［８月２５日（金）締切］福井県自動車整備振興会 ＦＡＸ（０７７６－３４－３４３１）

５．その他
・車積載車を所有し、初めて又は改めて許可を受けたい事業者が対象です。
・有償運送許可の有効期限が３年間になり、平成２６年に当会経由で交付を受けた許可証
の有効期間は平成２９年１２月１８日迄です。今年が更新時期となります。

・車積載車の任意保険等については、補償額が無制限の対人賠償に加入していること。
・研修後当会において支局へ一括申請を致します（１１月上旬を予定）
・有償運送許可証は１２月中旬に交付予定
（平成２９年１２月１９日～平成３２年１２月１８日までの３年間有効）

・申請要領等については研修会でご説明します。

切 り 取 り 線
（一社）福井県自動車整備振興会 行 平成 年 月 日
ＦＡＸ（０７７６－３４－３４３１）

「車積載車による有償運送許可の研修」受講申込書

受講希望日 ９月 日（ ） 事業場名

電話番号 受講者名


